
 

 
 

審議対象事業の抽出（案） 
 
 

【アンケートによる審議対象の抽出】 

○ 抽出方法 

平成２８年度から推進している長崎県総合計画「チャレンジ２０２０」の施策を構

成する事業群単位で、委員会での審議時間等を考慮して抽出 

 

（１）事業群ごとの評価 

  ①審議対象事業群の選定 

・長崎県総合計画「チャレンジ２０２０」に掲げる１７８の事業群のうち、「長崎県

まち・ ひと・しごと創生総合戦略」（※）に関係するものを除く事業群を対象と

して、委員へのアンケート調査を実施し、審議希望が多かったものを参考に、次の

事業群を選定 

 ※別途「まち・ひと・しごと創生対策懇話会」において個別事業の方向性も併せ

て成果の検証を行っており、できるだけ重複を避けるもの。 

 

      【基本戦略９ 快適で安全・安心な暮らしをつくる】 

      施策２ 犯罪や交通事故のない安全・安心なまちづくりの推進 

事業群２ 交通安全対策の推進 

 施策４ 災害に強く、命を守る県土強靭化の推進 

  事業群１ 総合的な防災、危機管理体制の構築 

 施策５ 良好で快適な環境づくりの推進 

  事業群１ 汚水処理施設の普及拡大と高度処理の推進 

 

 ※事業群評価の調書には、審議結果を意見書に反映する平成２９年度実施の事務事業

のほか、事業群を構成する要素として、平成３０年度新規事業や別途評価を行う公

共事業等も参考として掲載。委員会では、事業群を俯瞰して評価していただくため、

全ての要素について説明することとしている。 

 

（２）その他 

    平成２８年度に審議した個別事業について、委員会意見の対応状況を事務局で確認

し、未反映等問題のあるものがあれば、正副委員長と協議の上、必要により報告 
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